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 今回は各国進出企業が抱える PE リス

クについて、中国の実情を踏まえながら

お伝えします。 

  

 PE（Permanent Establishment、以下

「PE」という。）とは「恒久的施設」を

指し、（租税条約及び国内法に定める）

事業を行う一定の場所がある場合には、

各国において課税するという課税上の

概念をいいます。また、租税条約は「PE

なければ課税なし」ということも謳われ

ており、あくまでも租税条約上では、各

国において PE があるかないかによって

課税の有無が判断されるとあります。 

 現地に法人を設けて活動する場合には、

当該現地法人が PE となりますので、例

えば PJ（Project、以下「PJ」という。）

等の活動拠点が曖昧な場合には PE に該

当するかどちらかを確認しなければな

りません。 

中国では PJ は税務登記をする必要があ

ります。例えば、中国で現在行われてい

る PJ に役務を一部提供した場合にも本

来は税務登記をする必要があります。こ

れは、PJ に役務を提供した場合において

も、その役務提供を含めて全体の PJ と

されるためです。 

 また、多くの方が勘違いされているの

ですが、PE 認定された場合に企業所得税

や個人所得税を支払うのではなく、全て

の PJ は税務登記をし、中国国内法に従

って企業所得税及び個人所得税を支払

うとされています。その上で、租税条約

に従って PE ではないと考えられる場合

には、申告時において租税条約の適用を

受ける旨の申請をする必要があります。

そこまで行ってようやく、PE はないとさ

れ、晴れて課税はなくなります。 

 一般的に中国に限らず各国において

も租税条約は自動で適用されるもので

はなく、租税条約の適用を求める申請を

することが必要になる旨を認識する必

要があります。 

 重要なので繰り返しますと、全ての PJ

は税務登記（これにより中国国内源泉所

得と認めることになる）をし、租税条約

に従って PE でないと主張するのであれ

ば、その旨を申告時に申請する。 

※こちらの例は中国の話ですが、基本的

には各国においても同様と考えられま

す。 

 次に日本企業はこれに対しどのよう

な取扱いを実際に行っているかという

と、基本的に源泉徴収を行っている企業

が多いです。本来であれば税務登記をし

なければなりませんが、その手続き等の

煩雑さを鑑みて源泉徴収で済ましてい

ることがほとんどかと思います。 

 煩雑さを鑑みて源泉徴収を行ってい

ますが、この所得は事業所得です。現地

で事業を行った対価として得た報酬で

あり、通常の源泉徴収が求められる財産

所得（配当、利息、使用料など）とは違

います。現地にて事業を行っているとい

うことは、その事業収入を獲得するため

に何かしら従業員も働いているはずで



すので、個人所得税も現地において支払

わなければなりません（現実に源泉徴収

されているのは、企業所得税のみ）。 

 また、租税条約の短期滞在者免税の規

定に関しても、PE 認定された場合（上記

の例でいうと、PJ の税務登記をした場

合）には短期滞在者免税の要件を満たさ

ないことになりますので、例え 183 日未

満の滞在であったとしても個人所得税

は支払う必要があります。 

  

 PE 認定や居住性の問題、VISA、税籍登

記、租税条約などは全て連動しています

ので、全体をしっかりと認識した上で、

対応していく必要があります。 


